
 
 

 

 

賃 貸 借 契 約 書（参考例） 
                                         

 

 

 川越市（以下「発注者」という。）と株式会社○○○○（以下「受注者」という。）とは、

次のとおり賃貸借契約を締結する。 

 

 

 

 

 

 

1)賃貸借物件 

物件名・数量 

 

 

2)契約期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

 

3)賃貸借料 

 

 

 

保守料  

  

 

 

 

及び 

支払方法 

 

 

（月額賃貸借料）     金           円 

（内 消費税及び地方消費税         円） 

 

 

（月額保守料）      金           円 

（内 消費税及び地方消費税         円） 

 

 

 

（銀行名） 

（口座番号）                

（名義人）    

4)納入期限 令和  年  月  日 

5)保管場所 

 



 
 

                契  約  条  項                   

 

（賃貸借物件） 

第１条 受注者は頭書１）記載の物件（以下「物件」という。）を発注者に賃貸し、発注者

はこれを借り受けるものとする。 

（賃貸借契約期間） 

第２条 賃貸借契約期間は頭書２）記載のとおりとする。 

（賃貸借料及び支払い） 

第３条 物件の賃貸借料は頭書３）記載のとおりとし、発注者は使用終了月分の賃借料を、

その使用月末に受注者から書面による請求書を受領した後、３０日以内に受注者へ

支払うものとする。 

（納入、据付及び調整） 

第４条 受注者又は受注者の委託を受けた者は、装置を頭書４）記載の納入期限までに納

入し、速やかに据え付け、かつ、発注者において装置を使用できる状態に調整を完

了して発注者に引渡すものとする。 

  ２ 装置の据え付け場所は、納入期限までに発注者において受注者又は受注者の委託

を受けた者の据え付け仕様に基づき受け入れ準備を完了するものとする。 

  ３ 受注者は、装置に受注者の所有に属する旨の標識を付するものとする。 

（物件の引渡） 

第５条 発注者は物件を受領したときは、これを検査のうえ、物件借受書を受注者に発行

するものとし、これをもって物件の引渡しとする。                   

  ２ 発注者は物件を受領したときは、前項の引渡完了のときまで責任をもって保管す

る。 

（物件の不具合） 

第６条 物件にきず等の不具合があるときは、発注者は、書面で受注者に通知するものと

する。 

（物件の使用・保全） 

第７条 発注者は物件を本来の用法に従い、その通常の業務のため善良な管理者の注意義

務をもって使用する。 

  ２ 発注者は常に物件の検査、手入れ、部品の取替え等の整備を行い、物件を保全す

るものとする。 

（物件の保守） 

第８条 物件に対する保守が本契約に含まれているときは、受注者が責任をもってこれを

行う。 

（物件の原状変更） 

第９条 発注者は、受注者の書面による承諾を得なければ、物件について、頭書５）記載

の保管場所から移動し、他の物件を付着させ、その一部を除去し、若しくは取り替

え、その他その模様替え若しくは改造により引渡し時の原状を変更してはならない。 

（物件の滅失・毀損） 

第１０条 物件の滅失、盗難等、発注者が物件の占有を失ったとき、又は物件が損傷して修

理不能となったときは、この契約は、終了する。 

  ２ 前項の事故が生じた場合（発注者の責めに帰すべき事由による場合に限る。）は、

発注者は直ちに書面により受注者に通知するとともに、損害賠償として、発注者と

受注者が協議して定めた額（以下この項において「損害金」という。）を受注者に支

払う。ただし、受注者が第１１条の保険金を受領したときは、発注者は、その金額

を限度として損害金の支払を免れる。 

（物件の保険）                                   

第 11条 受注者は物件に対し、賃貸期間中継続して受注者を被保険者とする動産総合保険

に加入する。 

  ２ 保険事故が発生したときは、発注者は直ちにその旨を受注者に通知するとともに、

保険金受取に必要な一切の書類を受注者に交付する。 

（契約の解除） 



 
 

第 12条 発注者は、受注者が民法第５４２条第１項及び第２項に定めるもののほか、次の

各号のいずれかに該当する場合は、催告することなくこの契約を解除することが

できる。 

   １） 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間の始期を過ぎても物件の引渡

しをしないとき、又は引渡しを完了する見込みが明らかにないと認められると

き。                              

   ２） 契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。 

   ３） この契約の条項又はこれに基づく仕様書に著しく違反したとき。 

   ４） 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以  

     下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

     ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合 

      にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の 

      代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防      

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団 

      員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

     イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に 

      規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実 

      質的に関与していると認められるとき。 

     ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 

      損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め 

      られるとき。 

     エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す 

      るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与 

      していると認められるとき。 

     オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 

      と認められるとき。 

   ５） 仮差押え、差押え、仮処分、競売、強制執行若しくは滞納処分を受け、又は 

     破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の 

     申立てがあったとき。 

   ６） 手形又は小切手の不渡り、支払停止その他財産上の悪化又は信用不安が生じ、 

     相手方において本契約の継続が困難と判断されたとき。 

   ７） その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 

  ２ 発注者は、受注者がこの契約のいずれかの条項に違反し、その債務を履行しない

場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないと

きは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における

債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

  ３ 前２項の規定により契約を解除した場合は、発注者は、受注者に対し損害賠償を

請求することができるものとし、その額は発注者と受注者とが協議のうえ定めるも

のとする。 

（予算の減額又は削除に伴う解除） 

第 13条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定によ

る長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳

出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を解除

することができる。 

  ２ 前項により契約を解除した場合は、受注者は相手方に対し損害賠償を請求するこ

とができるものとし、その額は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。 

（物件の返還） 

第 14条 賃貸借期間が満了したときは、発注者は直ちに物件を受注者の指定する場所に送

付して返還するものとし、これに要する費用については受注者が負担する。 

  ２ 発注者が物件を直ちに返還しない場合は、受注者又は受注者の代理人は物件をそ

の保管場所に立ち入って回収することができる。この場合、物件の回収に要した費



 
 

用は発注者が負担する。 

  ３ 返還の時の物件が引渡しの時の原状と異なるときは、発注者は物件の自然の損耗

と第９条によって受注者が認めたものを除き、原状に回復するものとし、その費用

は発注者が負担する。 

（秘密の保持） 

第 15条 受注者の社員又は受注者の委託を受けた者は、本件契約に関し知り得た発注者の

業務上の内容を第三者に漏らしてはならない。 

（協議） 

第 16条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行に疑義を生じた場合は、発注者と

受注者とが協議して円滑に解決を図るものとする。 

 

     この契約の証として本書２通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自

１通を所有する。 

 

 

 

 

 

 令和  年  月  日                                         

                        川越市元町１丁目３番地１ 

                    発注者 川越市 

                        川越市長           印 

 

                     

 

受注者 

                                       印 


